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１ 要 旨 

令和８年４月１日付組織改正の内容に則して、東大和市一般放送運営要綱の一部を改正する 

ものである。 
   
（１）改正する要綱 

   東大和市一般放送運営要綱 

 

（２）主な改正内容 

組織改正に基づき、各要綱に規定する担当部長名称を改める。 

 
 
（３）施行日 

令和８年４月１日 

 

（４）影響及び効果 

令和８年４月１日付組織改正により改正が必要となる市長が定める要綱について、組 

織改正の内容に則して一部改正され、要綱の整合性を図ることができる。 

 

 ２ 経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和８年 ３月１９日 令和８年４月１日付組織・定員について決定 

令和８年 ３月１９日  組織規則の改正に伴う関係規則等の改正手続きを全庁へ依頼 

令和８年 ３月３１日（予定） 要綱の改正 

 

 ３ 留意事項（問題点等） 

   

 ４ 主管部処理案（検討結果等） 

庁議報告後、速やかに改正手続きを進めたい。 

 ５ 審議結果 

  了承 

 


